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～パネリスト紹介～ 

コーディネーター 
 ・阿久澤克之氏 (Ｓ５２年卒ＰＲプロデューサー) 
パネリスト 
・神林 光氏    (H１１年卒 弁護士) 
・黒岩卓士氏 (H１４年卒 弁護士) 
・福田秀幸氏 (H１１年卒 公認会計士・税理士) 
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Q1   相続人は誰か。 
 

父Ａが亡くなりました。 

Ａには妻Ｂ、子供ＣＤ、親ＥＦ、兄弟ＧＨがいます。 

誰が，Ａさんの相続人となりますか。 
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Q２相続人は誰か。 
Ｑ２ 

Ｃさんからの質問です。 

父Ａが亡くなりました。Ａには配偶者Ｂ、子供ＣＤ、
親Ｅ，Ｆ、兄弟ＧＨがいます。 

 

私（Ｃ）とＤは，相続放棄をしました。 
その場合，誰が相続人になりますか。 
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H B A G 

E F 

①Ｂ 
 

②Ｂ，Ｅ，Ｆ 
 

③Ｂ，Ｈ，Ｇ 

相続人は誰か。 

C D 
相続放棄 相続放棄 
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E F 

②Ｂ，Ｅ，Ｆ 
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Q３相続人は誰か。 
Ｑ３ 

Ｈさんからの質問です。 

Ａが亡くなりました。Ａには配偶者Ｂ、子供ＣＤ、親
Ｅ，Ｆ、兄弟に私(Ｈ)とＧがいます。 

 

子供ＣとＤは相続放棄し，親Ｅ，Ｆは亡くなっていま
す。 

私(Ｈ)は相続人になりますか。 
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C D 

H B A G 

E F 
死亡 死亡 

相続放棄 相続放棄 

①Ｂ 
 

②Ｂ，Ｈ，Ｇ 

相続人は誰か。 
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H B A G 

 
 

②Ｂ，Ｈ，Ｇ 

相続人 
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順位 第１順
位 

第２順位 第３順位 

法定相続人と
法定相続分 

①配偶者 
 ２分の１ 
②こども 
 ２分の１ 

①配偶者 
 ３分の２ 
②父母 
 ３分の１ 

①配偶者 
 ４分の３ 
②兄弟姉妹 
 ４分の１ 
 

 
 

備考 

配偶者がい
なければ子
供が全て相
続する 

配偶者がい
なければ全
て父母が相
続する。 

配偶者がい
なければ全
て兄弟姉妹
が相続する。 

法定相続分まとめ 
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Q４   相続分は？ 
Ｑ４ 

 

Ａには，遺産１０００万円がありました。 
その場合，具体的な相続分はどうなりますか？ 
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C D 

B A 
５００万円 

２５０万円 ２５０万円 
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Q５   相続税は？ 
Ｑ５ 

Ａさんが，どの程度の遺産を保有していると，相続税
が発生するのか。(妻，子供２人の場合) 

 

① 遺産５００万円 

② 遺産２５００万円 

③ 遺産５０００万円 
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＜平成２６年以前の基礎控除額＞ 
・５０００万円＋１０００万円×法定相続人の数 
・５０００万円＋１０００万円×３ 
＝８０００万円まで相続税がかからない。 
 
 
 
＜今回の改正による基礎控除額＞ 
・３０００万円＋６００万円×法定相続人の数 
・３０００万円＋６００万円×３ 
＝４８００万円 
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☆平成２６年以前の相続税の計算方法☆ 
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☆平成２７年１月１日以後の相続、遺贈、贈与 
 
により取得する財産にかかる税制改正の内容☆  

 

 

１ 遺産にかかる基礎控除 
  
２ 相続税の税率構造 
  
３ 税額控除 
  
４ 小規模宅地等の特例 
  
５ 相続時精算課税（省略） 
  
６ 贈与税の税率構造 
  
７ 事業承継税制（省略） 
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Q６相続税減額！？ 
Ｑ６ 

 

Ａは多額の資産を有していますが，相続税を減らすに
はどのような方法がありますか？ 
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Ａ－１ 
(資産が全額、現金預金、上場株式の場合) 
→相続税を減らすには，親・祖父母が生きている
うちに財産をもらうこと（生前贈与）！ 
 
方法 
①毎年１１０万円(１人につき)の贈与を受ける。 
②子供・孫の教育資金を出してもらう。 
③住宅資金を出してもらう。 
④ふるさと納税を活用する。 
⑤お墓を買ってもらう。など 
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Ａ－２ 
(資産に不動産や非上場株式が含まれている場合) 
→相続税を減らすには，専門家の知識が必要！特
に、不動産に持ち家が含まれる場合は要注意！ 
 
方法 
①住宅は二世帯住宅で区分登記を優先に考える。 
②子供を親の養子にする。 
③二次相続も視野に入れ、遺産分割を検討する。 
④不動産保有会社、不動産管理会社の設立を検討
する。 
⑤相続税の申告期限までに遺産分割を調わせるな
ど 
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Q７ペットに相続させたい。 

Ｑ７ 

Ａさんからの質問です。 
 
私には愛犬ハッピーがいます。 
このペットを子供よりも可愛がっているため，ペット
に財産を相続させたいと考えていますが，そのような
ことはできるのですか。 
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Ａ： 
→ペットに対する相続はできない。 
 
 ただし，飼主は自分の信頼できる人に財
産を遺贈した上で，その人にペットの世話
を依頼することにより，自らの意思をある
程度実現することは可能できる。 
例えば，Ａと甲との間で， 
・Ａが甲に金銭を遺贈する。 
・甲は，Ａの愛犬を生涯にわたって世話を
する 
といった約束をすることが考えられる。 
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Q８婚外子はどうなりますか。  

Ｑ８ 

Ｊさんからの質問です。 
Ａには別に家族があったようですが、私の母であるＩ
との間に私が産まれています。私はＡから生前認知を
受けています。 
この場合、私もＣやＤと同じ様に相続分を受けられる
のでしょうか。 
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Ｉ 

D 

B A 

Ｊ C 

愛人 

婚外子 
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Ａ： 
→Ｊも，ＣやＤと同様の相続分を受けられる。 
 
平成２５年９月４日の最高裁裁判例 
→改正前民法の９００条４号ただし書では，Ｊさんのような非嫡出
子は、嫡出子であるＣさんやＤさんの２分の１の相続分しかないと
規定されていたが，平成２５年９月に最高裁はこの規定を憲法１４
条の法の下の平等に反するとして，違憲と判断し，これを受けて平
成２５年１２月には民法が改正され，婚外子の相続分と婚内子の相
続分は同等のものとして取り扱われることになった。 
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Q９遺言書  

Ｑ９ 法定相続と異なって相続させたい！ 

Ａさんからの質問です。 
私には妻Ｂ・子Ｃ・子Ｄがいます。 

私は、法定相続分と異なり、一番可愛がっている子Ｄ
に私の遺産を全てあげたいと考えています。 
法定相続分と異なる方法で相続させる場合には、どう
すればよろしいのでしょうか。 
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Ａ： 
→Ａさんは遺言を書くことにより，法定相続分とは異な
り，自分の思うように遺産を配分することは可能である。 
 
遺言書の種類 
 
１ 自筆証書遺言 
 
２ 公正証書遺言 
 
３ 秘密証書遺言 
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自筆証書と公正証書の違い 
自筆証書 公正証書 

メリット 
・証人をたてる必要がない。 
・費用がかからない。 
デメリット 
・遺言書が発見されないお
それがある。 

・詐欺・脅迫の可能性など
のおそれがある 

・遺言が無効になるおそれ
がある 

・家庭裁判所の検認手続が
必要 

メリット 

・形式の不備で無効になることは
ない。書き間違えはない。 

・遺言が実行されるときにも、
もっとも手続きがスムーズに進
められるような文面を考えても
らえる。 

・原本が公証役場に保存されるた
め、遺言書がなくなったり書き
換えられたり、破られたりする
危険がない。 

・裁判所の検認の手続きが不要 

デメリット 

・費用がかかる 

・証人が２人必要 34 意外と知らない日常の法務と税務 



 
 
＜参考 公正証書遺言の作成費用（基本的な費用）＞ 
 
１ 遺言の目的たる財産の価額に対応する形で，その手数料が以下のとおり，定
められています。 
    （目的財産の価額）   （手数料の額） 
    １００万円まで     ５０００円 
    ２００万円まで     ７０００円 
    ５００万円まで    １１０００円 
   １０００万円まで    １７０００円 
   ３０００万円まで    ２３０００円 
   ５０００万円まで    ２９０００円 
      １億円まで    ４３０００円 
１億円を超える部分については 
 １億円を超え３億円まで ５０００万円毎に １万３０００円 
 ３億円を超え１０億円まで５０００万円毎に １万１０００円 
 １０億円を超える部分  ５０００万円毎に   ８０００円 
がそれぞれ加算されます。 
 
 
（日本公証人連合会ＨＰより  http://www.koshonin.gr.jp/yu.html ） 
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Q１０ 遺言書  

Ｑ１０ 遺言書の内容が全て？ 

Ｃさんからの質問です。 
私には父Ａ、母Ｂ・子私・弟Ｄがいます。 
Ａが遺言で、遺産全額（４０００万円）をＤに相続さ
せるという遺言を残して亡くなりました。 
その場合、私はＤから何も，もらえないのでしょうか。 
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C D 

B A 
２０００万円 

１０００万円 １０００万円 

法定相続分 
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D 

B A 

C 

遺言：全てを相続させる 

遺産４０００万円 
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Ａ： 
→遺留分の主張をすることができる。 
Ｃ－ ５００万円 
Ｂ－１０００万円 
  をそれぞれ遺留分としてＤに請求できる。 
 
民法１０２８条は兄弟姉妹以外の相続人に対して遺留分減殺請求権を認めて
います。つまり「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げ
る区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける」とし
て 
１号「直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の３分１」 
２号「前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の２分１」 
とされている。ただし兄弟姉妹には遺留分はない。 
ＣさんＤさんの法定相続分は４分の１であるため、１０２８条２号により４
分の１に２分の１を乗じた８分の１が遺留分となる。 
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１０００万円 

５００万円 ４０００万円 
  ↓ 
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Q１１生命保険金はどうなるの？  

Ｑ１１ 

Ｃさんからの質問です。 
Ａさんには遺産として，４０００万円があり，その他
にＤさんを受取人とする生命保険金５００万円があり
ました。 

この場合，私や母Ｂは，Ｄが生命保険金を取得したこ
とにつき何か主張できますか？ 
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C 

生命保険金５００万円 

遺産４０００万円 
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Ａ： 
→生命保険金請求権は受取人の固有権であり相続財産と
はならない。  
 (最高裁判例昭和40年2月2日民集19巻1号1頁参照) 
 
 Ｃ，Ｂは，Ｄが生命保険金を取得したことにつき何も
主張できない。 
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Q１２生命保険金はどうなるの？  

Ｑ１２ 

Ｃさんからの質問です。 
Ａさんには遺産として４０００万円があり，その他に
Ｄさんを受取人とする生命保険金８０００万円があり
ました。 

この場合でも，私やＢは，Ｄが生命保険金を取得した
ことにつき何も主張できませんか？ 
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C 

生命保険金８０００万円 

遺産４０００万円 
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Ａ： 
→生命保険金請求権は受取人の固有権であり相続財産と
はならない。  
(最高裁判例昭和40年2月2日民集19巻1号1頁参照) 
 
 ただし，被相続人から生命保険受取人たる相続人への
遺贈又は贈与類似のものと考えて，民法１０３１条の遺
留分減殺請求の対象になる場合がある。 
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生命保険と相続関係 

①保険金請求権が相続財産となるか。 
→生命保険金請求権は受取人の固有権であり相続財産とはならない。 
 (最高裁判例昭和40年2月2日民集19巻1号1頁) 
 
②保険金請求権が相続財産ではないとしても特別受益となるか。 
→原則：特別受益にあたらない。(最高裁判例平成16年10月29日判時1638･82) 
 例外：保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公
平が民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいも
のであると評価すべき場合に特段の事情が存する場合には，同条の類推適用に
より，当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解す
るのが相当である。 
 
③保険金請求権が特別受益になるとした場合に，これが遺留分算定の基礎とな
る財産に加えられるにとどまるか，それとも遺留分減殺の対象ともなるか。 
→遺留分減殺の対象となる。(最高裁判例平成10年3月24日判時1638･82) 
 民法903条１項の定める相続人に対する贈与は，右贈与が相続開始よりも相
当以前にされたものであって，その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人
など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき，減殺請求権を認めることが
右相続人に酷であるなどの事情が無い限り，民法1030条の定める要件を満たさ
ないものであっても，遺留分減殺の対象となる 
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Q１３ 生命保険金で節税！  

Ｑ１３ 

Ａさんからの質問です。 
生命保険金を用いて節税できると聞きましたが，どう
いうことですか。 

48 意外と知らない日常の法務と税務 



Ａ： 
→５００万円×法定相続人までは
税金がかからない。 
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事例１  
現金１５００万円をそのまま相続した場合 
 
現金１５００万円－相続税７５０万円＝残せる現金７５０万円 
 
 
 

事例２  
１５００万円で受取保険金１５００万円の保険に入っ
た場合 
 
現金１５００万円－生命保険料１５００万円＋受取保険金１５００万円 
                   ＝残せる現金１５００万円 
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Q１４ 遺産分割協議 

Ｑ１４ 

Ｃさんからの質問です。 
 

私の母と兄弟は、父親の遺産の分け方について合意が
できました。 

遺産分割協議書を作成したいと考えてますが、何か
ルールはありますか。 
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Ａ： 
→遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールは
ない。遺産分割協議書に押印する相続人の印鑑は、必ず
しも実印でなければいけないわけではない。 
 しかし， 実印で押印をして協議書には印鑑証明書を添
付するべき。 
 
なぜなら・・・ 
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＜遺産分割協議書作成までの流れ＞ 
① 相続人確定(戸籍等により確認) 
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＜遺産分割協議書作成までの流れ＞ 
① 相続人確定(戸籍等により確認) 
  
 
② 相続財産調査（不動産，株式，預貯金など） 
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＜遺産分割協議書作成までの流れ＞ 
① 相続人確定(戸籍等により確認) 
  
 
② 相続財産調査（不動産，株式，預貯金など） 
 
 
③ 遺産分割協議（話合い） 
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＜遺産分割協議書作成までの流れ＞ 
① 相続人確定(戸籍等により確認) 
  
 
② 相続財産調査（不動産，株式，預貯金など） 
 
 
③ 遺産分割協議（話合い） 
 
 
④ 遺産分割協議書作成 
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Q１５遺産分割調停・審判 

Ｑ１５ 

Ｃさんからの質問です。 
Ａには遺産として，預金１０００万円，Ａ名義の土地建物
（５０００万円相当）があり，Ａ宅には私が住んでいます。 
遺産分割協議により，私が土地建物を取得し，Ｂ，Ｄには１
０００万円を均等に５００万円ずつ分けてもらいたいと考え
てましたが，Ｄが頑なに拒否しており，協議が進みません。 
 
遺産分割協議が成立しない場合、どうすればよいでしょうか。 
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Ａ： 
→遺産分割調停を行う必要がある。 
 調停手続きでは， ２人の調停委員（弁護士や民生委員
など）と１人の裁判官が立ち会い対立している相続人を
１人ずつ交互に調停室に呼びそれぞれの意見や希望を聞
きます。 
 相続人全員が納得し調停が成立すると，調停調書が作
られる。 
→遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合 
 次の遺産分割審判手続きに移ります。 
 審判手続きでは、家事審判官（裁判官）がそれぞれの
相続人の年齢，職業，生活状況，心身の状態等や遺産の
種類等を考え，また，それぞれの相続人の意見を聞いた
うえで，遺産分割の内容を決定する。 
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Q１６遺産分割調停・審判 

Ｑ１６ 

Ｃさんからの質問です。 
父Ａには遺産として，預金１０００万円，Ａ名義の土
地建物（８０００万円相当）があり，Ａ宅には私が住
んでいます。 
現在、遺産分割調停が係属中ですが、私は土地建物を
取得し，Ｂ，Ｄにその余の財産を取得してもらうこと
を考えていましたが，調停でも合意しそうにありませ
ん。 

審判ではどのような判断が考えられますか。 
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Ａ： 
→審判となった場合には以下の解決方法
がある。 
 
①現物分割 
→不動産を物理的に分ける。 
②換価分割 
→不動産を売ってお金に換えて分ける。 
③共有 
→共有名義にする。 
④代償分割 
→不動産を相続する人が不動産を相続す
る代わりに他の相続人にお金を支払う。 
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☆よくある相続・贈与のご相談☆ 

 

 

Q１ お葬式代に領収書は必要でしょうか。 
  
Q２ 故人の確定申告はどうしたらいいでしょうか。 
  
Q３ 相続から遺産分割協議が決まるまでの収入は誰の  
        ものになりますか。 
 
Q４ 持ち家以外の不動産の遺産分割、相続については   
    どのように考えればいいですか？ 
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☆（参考）相続開始後のスケジュール全体像☆  

 

  

                  

◇葬儀の準備・死亡届の提出は 7日以内に提出 

 

 

 

 

◇遺言書の有無の確認 

         ◇私的遺言書は家庭裁判所の検認後に開封 ※公正証書遺言は除く 

 

               

◇相続人の確認（戸籍を調べて調査） 

         ◇相続財産の調査・概算把握 

        ◇相続放棄・限定承認の検討 

 

                                     

 

 

                                           

  

◇相続財産・債務の調査 

       ◇相続財産の評価、相続財産目録の作成 

                       

              

         ◇遺産分割協議書の作成（相続人全員の同意が必要） 

◇相続人全員の実印と印鑑証明が必要 

◇相続税申告書の作成 

         ◇納税の方法、延納・物納の検討 

 

                                 

 

◇被相続人死亡時の住所地の税務署に申告・納税 

                ◇遺産の名義変更手続 不動産の相続登記など 

相続財産分割・名義変更手続きなど 

 

被相続人の死亡（相続開始） 

通夜・葬儀 

初七日法要 

四十九日法要 

相続放棄・限定承認   【ここまで３ヶ月以内】 

準確定申告と納付   【ここまで４ヶ月以内】 

遺産分割協議 

相続税の申告・納付   【ここまで１０ヶ月以内】 
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63 

困ったら・・・ 
＜法務＞ 
神 林  光 
野崎法律事務所 
東京都千代田区九段北４丁目１番１１号原鉄ビル２０１ 
ＴＥＬ：０３－５２７６－１４７７ 
 
黒岩 卓士 
江口法律事務所 
東京都新宿区西落合３－２５－１１ 
ＴＥＬ：０３－５９０６－５２２８ 
 
＜税務＞ 
福田 秀幸 
福田公認会計士事務所 
群馬県桐生市東１－１３－３９ 
ＴＥＬ：０２７７－４４－３８４８ 
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